
労働条件明示のルールが
変わります

令和５年度
神奈川県石油業協同組合
働き方改革推進支援事業

２０２４年４月から



労働条件の明示とは
労働基準法第１５条
• 労働契約を結ぶ（更新の場合も含む）際、使用者が労働者に対し、契約
期間、就業場所や業務、労働時間や休日、賃金、退職などに関する事項
を明示すること

• 特定の事項については、書面の交付による明示が必要
• 労働者が希望した場合は、書面の交付によらず、ファクシミリの送信、
電子メール等の送信により明示することも可能

• ①～⑥（昇給は除く）については、書面を交付して明示
• ⑦～⑭については、使用者がこれらに関する定めを設ける場合は明示



２０２４年４月から
何が変わるのか①



就業場所と業務の記載例

従事すべき業務
（雇入れ直後）石油類販売 （変更の範囲）会社内での全ての業務
（雇入れ直後）石油類販売 （変更の範囲）石油類販売並びに自動車整備
（雇入れ直後）石油類販売 （変更の範囲）全ての業務への配置転換あり

（雇入れ直後）総務・経理 （変更の範囲）雇入れ直後の従事すべき業務と同じ

就業場所
（雇入れ直後）関内ＳＳ （変更の範囲）会社の定めるＳＳ他事業所
（雇入れ直後）小田原城ＳＳ （変更の範囲）神奈川県内のＳＳ

（雇入れ直後）江の島ＳＳ （変更の範囲）本店及び全ての支店、営業所、労
働者の自宅での勤務



２０２４年４月から
何が変わるのか②



更新上限に関する記載例



２０２４年４月から
何が変わるのか③



用語の解説



無期転換に関する書面明示
• 無期転換申込権が発生する有期契約労働者が対象

• 無期転換後の労働条件の書面明示

「無期転換申込権」が発生する契約更新のタイミングごとに、無期転換後の労働
条件を書面により明示することが必要
明示する労働条件は、労働契約締結の際の明示事項※２と同じもの

通算契約期間が５年を超える場合
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